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サ
ー
ビ
ス
内
容
／

❶�

火
災
セ
ン
サ
ー
・
ガ
ス
漏
れ
セ
ン
サ
ー
・

ペ
ン
ダ
ン
ト
式
通
報
装
置
の
貸
出
し

火
災
セ
ン
サ
ー
と
ガ
ス

漏
れ
セ
ン
サ
ー

異
常
を
感
知
す
る
と

自
動
的
に
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
へ
通
報
し
ま
す
。そ

の
後
、
必
要
に
応
じ
て

「
駆
け
つ
け
員
」が
利
用

者
の
自
宅
を
訪
問
し
て
、

安
全
を
確
認
し
ま
す
。

ペ
ン
ダ
ン
ト
式
通
報
装
置

装
置
の
ボ
タ
ン
を
押

す
と
、必
要
に
応
じ
て
救

急
車
を
手
配
し
ま
す
。

❷
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

24
時
間
3
6
5
日
、
看
護
師
、
保
健
師
な

ど
が
常
駐
し
て
い
ま
す
。
健
康
な
ど
に
不
安

が
あ
る
場
合
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

対
�

象
／

在
宅
で
生
活
す
る
高
齢
者
（
65
歳
以
上
の

人
）で
、自
宅
に
固
定
電
話
が
あ
る
人
、ま

た
は
携
帯
電
話
が
あ
る
人

※�

電
話
回
線
に
よ
っ
て
は
、
設
置
で
き
な
い

場
合
や
、
本
人
の
費
用
負
担
・
関
係
機
関

へ
の
手
続
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※�

７
月
１
日
以
降
、
固
定
電
話
が
な
い
人
で

も
携
帯
電
話
が
あ
れ
ば
本
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

利
用
料
／

�

ひ
と
り
暮
ら
し
、ま
た
は
ひ
と
り
暮
ら
し
に

準
ず
る
世
帯
は
１
か
月
1
2
1
0
円
（
市・

県
民
税
非
課
税
世
帯
は
無
料
）

※�

ひ
と
り
暮
ら
し
に
準
ず
る
世
帯
と
は
、
高

齢
者
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
人
が
、
寝

た
き
り
や
認
知
症
の
高
齢
者
、
重
度
障
害

者
、
ま
た
は
18
歳
未
満
の
子
の
み
で
構
成

さ
れ
る
世
帯
で
す
。

※�

そ
の
ほ
か
の
高
齢
者
を
含
む
世
帯
は
、
１

か
月
2
4
2
0
円
で
す（
同
一
敷
地
、隣
接

地
に
親
族
が
住
ん
で
い
る
場
合
も
同
額
）。

※�

通
信
テ
ス
ト
の
た
め
、
こ
の
ほ
か
電
話
代

と
し
て
毎
日
約
10
円
が
か
か
り
ま
す
。

※�

利
用
料
は
６
月
30
日
ま
で
の
金
額
で
す
。

７
月
１
日
以
降
の
利
用
料
は
６
月
中
に
決

定
し
ま
す
（
固
定
電
話
と
携
帯
電
話
で
利

用
料
が
異
な
る
）。

※�

申
請
に
は
、
緊
急
連
絡
先
と
な
る
人
が
３

人
（
う
ち
1
人
は
親
族
）
必
要
で
す
。

問 合 せ お知らせ対�

　
象
／
次
の
❶
〜
❺
全
て
に
該
当
す
る
人

❶
富
士
市
に
住
民
票
が
あ
り
、
市
内
に
住

む
65
歳
以
上
の
人
❷
聴
力
レ
ベ
ル
が
40
～

70
デ
シ
ベ
ル
未
満
で
、
耳
鼻
咽
喉
科
の
医

師
か
ら
、「
加
齢
性
難
聴
」
で
「
補
聴
器
が

必
要
」
と
診
断
さ
れ
た
人
❸
介
護
保
険
料

の
滞
納
が
な
い
人
❹
聴
覚
障
害
に
よ
る
身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
が
な
い
人
❺
事
業

ア
ン
ケ
ー
ト
や
助
成
後
に
介
護
予
防
事
業

等
へ
の
参
加
に
協
力
で
き
る
人

※�

医
師
か
ら
「
補
聴
器
が
不
要
」
と
診
断
さ

れ
た
場
合
は
、助
成
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

助�

成
額
／
補
聴
器
を
購
入
す
る
費
用
の
う
ち
、

補
聴
器
本
体
の
半
分
の
額
（
上
限
３
万
円
）

★
必
ず
、
補
聴
器
を
購
入
す
る
前
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い

難
聴
高
齢
者
補
聴
器
購
入
費
用
助
成

７
月
１
日
か
ら
受
付
を
開
始
し
ま
す

市
内
に
住
む
高
齢
者
で
、
加
齢
に
よ
っ
て
耳
の
聞
こ
え
が
悪
く
な
っ

た
人
に
対
し
て
補
聴
器
を
購
入
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
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▲通報装置本体 ▲�ペンダント式通報装置
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高
齢
者
み
ま
も
り
サ
ー
ビ
ス
事
業

様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
に
備
え
、
利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

在
宅
高
齢
者
の
自
宅
に
通
報
機
器
を
設
置
し
て
、
火
災
や
急
病
、

け
が
な
ど
の
緊
急
事
態
に
対
応
し
、
日
常
生
活
を
守
り
ま
す
。

▲�詳しくは
こちら

募
集

講
座
・
イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

【申請の流れを説明します！】

※�高齢者支援課の窓口、市のウェブサイト、
市内の耳鼻咽喉科で入手できます。

※�受診や意見書の作成にかかる費用は自己負
担です。

※�検査結果用紙を必ずもらってください。
※�意見書の有効期限は３か月です。

※�認定補聴器技能者のいる補聴器販売店のみ利
用できます。

※必ず試着してください。

※�申請に必要な書類（申請書・医師の意見書・
検査結果用紙・見積書・アンケート用紙）
がそろっているかを確認してください。

※�助成額を確認し、助成券に同封される委任
状に同意してください。

※�助成券を利用して補聴器を購入してください。
※�申請内容と異なる補聴器は購入できません。

❶�申請書・医師の意見書・アンケート用紙を
入手する

❷耳鼻咽喉科を受診する

❸補聴器を選び、見積書もらう

❹申請する（高齢者支援課の窓口）

❺助成決定通知・助成券が届く

❻補聴器を購入する


